
 

今
回
の
植
付
け
に
活
用
し
て 

ほ
し
い
と
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

隈
田
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご 

ざ
い
ま
し
た
。 

 

 

 

 

 

 

  今年も小規模集落応援隊として、高齢化率 100％の徳瀬地区（大年社から弘法の井戸までの間） 

 の草刈り作業を、（株）小森建設さんとの協働で行います。 

  この活動には総計 20 名ほどの方が参加してくれます。 

  とにかく長距離を草刈りします、たくさんの人員を要します。 

  口火を切る佐田まち協の会員さんの参加を募ります。8 時にいざ大年社下へ！ 

 

 

  梅雨に入り、一雨ごとにすくすくと育つ雑草。その逞しさを見習いたいですが、あまり自由気ま 

 まに暴れられても困りますので、ここでガツンと除草したいと思います。 

  河野恵子女性部長を中心に主に女性部の方々が活動してくれます。 

  ただ、のり面の草刈りなど、男性にしていただきたいこともあります。 

  男性陣（草刈り隊）」の任務分担は大年社にて行いますので８時にいざ大年社下へ！ 

 

 

  今年度最初の古紙・アルミ缶の回収を行います。 

  この活動で得た貴重な収益は、協議会の活動に有意義に活用させていただいています。 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五
月
九
日
、
六
月
一
二
、
一

六
日
の
三
日
間
で
女
性
部
に
よ

る
佐
田
交
差
点
の
花
壇
の
片
付

け
及
び
花
の
苗
の
植
付
け
作
業

が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

ペ
ン
タ
ス
、
ベ
ゴ
ニ
ア
、
マ

リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
、
ジ
ニ
ア
そ
れ

と
コ
キ
ア
。 

 

色
と
り
ど
り
の
花
が
咲
き
誇

り
我
々
の
目
を
和
ま
せ
て
く
る

時
が
楽
し
み
で
す
。 

 

佐
田
地
区
の
玄
関
を
常
に
美

し
く
し
て
、
訪
れ
る
方
々
や
地

区
民
の
皆
様
を
楽
し
ま
せ
て
く

れ
る
た
め
に
暑
い
中
作
業
に
当

た
っ
て
く
だ
さ
っ
た
女
性
部
の

皆
様
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。 

 

ま
た
、
女
性
部
の
方
々
の
お

手
伝
い
に
ト
ラ
ク
タ
ー
で
耕
う

ん
の
江
口
和
雄
氏
、
ビ
ー
バ
ー

で
草
刈
り
の
河
野
敏
和
氏
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
も
う
一
つ
紹
介
し
た

い
の
が
、
今
回
植
付
け
た
コ
キ

ア
の
苗
。 

 

数
に
し
て
四
五
〇
本
、
隈
田

由
美
子
さ
ん
が
播
種
か
ら
育

苗
、
ポ
ッ
ト
へ
の
移
植
等
の
管 

理
を
し
て
立
派
に
育
て
ら
れ
た 

も
の
で
す
。 
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 先般の総会において、規約を一部改正し、新たに手当規程（第 16条）を定めました。 

  （手当規程） 

  第１５条 ふるさと応援寄付金活用事業の一環として、地域の方々のやる気と活力向上と 

   協議会の円滑な運営を図るため、役員及び協議会活動参加者等に対し、別規程を定め手 

当を支給することとする。 

  

 

佐田地区まちづくり協議会役員等の手当規程 

規約第４章 会計 第 15条により、手当等規程を定める。 

  （役員手当） 

第１条 役員手当は次のとおりとする。（年額） 

   会 長  ２０，０００円」 

   副会長  １０，０００円 

 

   (活動手当) 

  第２条  

１．協議会活動の参加者に対しての活動手当は１回、１名につき５００円とする。草刈機

等の機械器具を必要とする活動については１回、１名につき１，０００円とする。 

ただし、上記金額は上限額であり、実際の支給額については該当年度のふるさと応援 

寄付金活用事業の予算に応じて定めるものとする。 

２．手当の支払いについては、実際の参加状況に応じ、４月から９月を上半期、10月から 

３月を下半期とし、年間２回に分けて支給できるものとする。 

 

 
 

  

六
月
一
五
日
、
令
和
四
年
度

最
初
の
役
員
会
を
開
催
し
ま
し

た
。 

 

当
面
の
活
動
計
画
と
ふ
る
さ

と
応
援
寄
付
金
（
ふ
る
さ
と
納

税
）
を
活
用
し
た
事
業
の
進
捗

状
況
に
つ
い
て
主
に
協
議
し
ま

し
た
。 

 

当
面
の
活
動
に
つ
い
て
は
表

面
の
七
月
一
六
日
の
件
、
今
年

こ
そ
は
供
養
盆
踊
り
を
開
催
し

た
い
、
敬
老
会
も…

と
コ
ロ
ナ

禍
で
中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

行
事
の
復
活
。 

 

実
施
日
ま
で
に
日
が
あ
る
の

で
、
状
況
を
見
極
め
な
が
ら
開

催
に
向
け
、
前
向
き
に
進
め
て

い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。 
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ふ
る
さ
と
納
税
を
活
用
し
た

事
業
に
つ
い
て
は
、
鉱
滓
の
展

示
施
設
を
佐
田
神
社
の
反
射
炉

跡
に
設
置
す
る
取
り
組
み
を
し

て
き
ま
し
た
が
、
お
盆
過
ぎ
か

ら
着
工
で
き
る
運
び
と
な
り
、

手
続
等
の
最
終
段
階
ま
で
進
ん

で
い
ま
す
。 

 

佐
田
交
差
点
へ
の
防
犯
カ
メ

ラ
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
年
度

が
変
わ
っ
て
す
ぐ
に
宇
佐
警
察

署
に
補
助
申
請
を
提
出
し
、
現

在
は
大
分
県
警
の
審
査
結
果
待

ち
中
で
す
。 

 

ち
な
み
に
且
尾
、
中
村
、
佐

田
の
三
差
路
の
看
板
の
上
に
設

置
さ
れ
て
い
る
の
は
大
分
県
警

が
設
置
し
た
も
の
で
、
ま
ち
協

が
独
自
で
設
置
す
る
の
は
今
回

が
初
め
て
で
す
。 

 

三
月
に
佐
田
小
児
童
現
五
、

六
年
生
と
青
山
登
山
と
看
板
を

設
置
し
た
際
に
、
展
望
台
が
草

木
で
機
能
し
て
お
ら
ず
、
ま
た

頂
上
に
設
置
さ
れ
た
説
明
看
板

が
風
雨
に
よ
り
壊
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
整
備
す
る
こ
と
を
挙

げ
、
若
者
の
力
を
借
り
て
実
施

し
よ
う
と
な
り
ま
し
た
。 

 

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

新体制で開催された役員会 

協力隊の佐藤朱璃さんも初参加 

 佐田地区のためにと活動に参加してくださる方々の充実感に加

えて、少しでも実益に繋がることで更に参加意欲が上がり、そ

れが活性化への一助になれば 10 年先も「元気な佐田地区」に。 


